
生産性向上や競争力強化を強化したいものづくり企業の皆様へ

岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室
TEL：019-629-5552 林、菅原
E-mail：jidousha@pref.iwate.jp

自動車部品等の供給網（サプライチェーン）の

更なる強化のため、設備導入等を支援します

■対象経費・補助額

・自動車部品等の製造・設計に関する設備導入費
・新技術等の研究開発費 など（上限1,000万円（補助率１/10））

■対象企業

ものづくり中小企業

■活用例

・取引先からの将来的な受注に備え、新たに加工機等を導入し、生産能力の向上と取引拡大を実現

・自社人材の有効活用と失注回避のため、24時間稼働可能な最新鋭のロボットを導入し、生産体

制を強化

申請方法等詳細は裏面へ

公募期間：４月12日～10月31日

お問合せ先

本補助金のポイント

生産体制強化重点
支援事業費補助金

※ 国のものづくり補助金と併用可

※ 詳細は、「いわて自動車関連産業集積促進協議会」HPへ！

いわて自動車 検索



補助対象者

認定企業グループの構成員である県内ものづくり中小企業

補助対象事業
１ 自動車部品等の製造又は設計に関連する設備等の整備

２ １に付随する研究開発事業

補助対象経費
機械装置費、工具器具費、原材料費、技術指導費、教育指導費、委託費、運搬

費、その他

申請方法

申請様式を下記ホームページからダウンロードの上、該当する電子データを電

子メールにより提出してください。

・県公式ホームページ

（ＵＲＬ）https://www5.pref.iwate.jp/~hp0405/car

・提出先：岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

Email：jidousha@pref.iwate.jp

事業スケジュール

（予定）

４/12～10/31 公募期間

交付決定日～R6/２/29 事業実施期間

■補助金の概要

※ 「認定グループ」とは、自動車部品等の製造及び受注を目的とし、県内ものづく

り中小企業を含む複数の企業から構成されているグループ

※ 「県内ものづくり中小企業」とは、ものづくり基盤技術振興基本法第２条第２項

に規定するものづくり事業者で、

・ 中小企業基本法 第２条第１項各号に規定する中小企業者

・ 岩手県内に製造事業所を有すること

に該当する企業

まずは、お気軽にお問い合わせください！

事業スキーム

（例）

県内企業同士でグループを形成。複数の工程や役割を補完し合い、サプライ
チェーン化し、自動車部品の１次、２次サプライヤーへの納入を目指す。

Ａ社：加工
Ｂ社：機械加工
（補助事業者）

１次・２次
サプライヤー等納入

C社：金型・治具

mailto:jidousha@pref.iwate.jp

